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延長 １．４ｋｍ

事業概要  

本路線は、放射方向の周辺都市から都心部へ集中する交通需要に対し環状線へ分散させ円滑化を図り、交通渋滞を解消する

ための骨格となる路線である。当該区間は、現況道路幅員23mを40mへ拡幅整備することで、車道拡幅により渋滞を解消し、歩

行者の安全性・利便性の向上を図る 。 

Ｈ１０年度事業化 Ｓ２１年度都市計画決定 Ｈ１０年度用地着手  Ｈ  年度工事着手 

全体事業費 約７５億円 事業進捗率 ６８％ 供用済延長 ０ｍ

計画交通量  ３５，０００台／日 

Ｂ／Ｃ  総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年  費用便益比 

（事業全体） 

３．８ 

（残事業） 

－ 

     －/５２９億円 

事 業 費： － /519億円 

維持管理費： － /10億円 

    － /１９９２億円 

 走行時間短縮便益： － /1955億円 

 走行費用減少便益： － / 37億円 

 交通事故減少便益： － /0.00億円 

 平成１８年 

感度分析の結果  

交通量、事業費等の変動を想定しても、費用便益分析の結果に問題なし。 

事業の効果等  

巣鴨三丁目から西巣鴨五丁目間を整備することで、現況道路を拡幅整備することで、通過交通を円滑にし、生活道路への進

入防止が図れる。また、歩道を電線共同溝を含めて整備することで、生活に必要な道路と歩行者空間の安全確保の効果もあり、

新しい街並みの形成、通風、採光、人々のふれあいの場の提供などで地域の活性化を促進できる。さらに、避難路の確保など

地域の防災性も向上する。「区部における都市計画道の第二次事業化計画」の位置付けがある。 
関係する地方公共団体等の意見  

 当地域は、中山道の街道筋にある高岩寺(とげぬき地蔵)、江戸六地蔵がある眞性寺からなる地元住民自治会や巣鴨地蔵通商店

街協議会から歩行者の安全な空間の確保等の要望がだされている。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

「区部における都市計画道の第二次事業化計画」（平成３年度～平成１５年度） 

本計画は、都市機能の確保、都市防災の強化、地域環境の保全、都市空間の確保の視点から、今後10年程の間に優先的に整

備をすべき路線を選定している。 

放射第９号線については、国道１７号拡幅事業の区間として西巣鴨からのⅠ期からⅢ期にかけてをこの計画に位置づけ、優

先的に整備を進めている。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  

進捗率：用地は８１％を取得している。工事については、事業箇所周辺において埋蔵文化財の事前試掘調査を実施し、本調査

措置についての回答後に試掘調査を実施中である。 
残事業：用地取得及び遺跡調査の進捗状況により、排水管、電線共同溝等の工事を実施する予定である。用地買収は約９９％

進捗している。 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

一定期間を要した背景：平成11年度より用地買収に入ったが、地権者が代替用地等を要望したため用地買収に時間を要する

こととなった。 
施設の構造や工法の変更等  

コスト、工期についても、前提となる遺跡調査も含め、最適な検討を行ってきており、事業手法、施設規模等の見直しの可

能性はない。 
対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  
都における都市計画道路の整備率は５５％であり、依然として整備が大きく立ち遅れており、慢性的な交通渋滞により都民

生活が支障をきたしている。都は放射及び環状道路の整備に高い優先順位を付けている。東京構想２０００においても放射９

号線は｢骨格幹線道路の重点的整備｣の一つとして位置づけている。 
 本事業区間の整備は、Ｂ／Ｃの値も３．７と高く、都心への通過交通の削減や渋滞解消、それに伴う環境負荷の軽減、避難

路の確保による地域の防災性の向上および歩道整備による歩行者等の安全確保、が実現することとなり、事業効果は非常に高

い。 
 さらに、本事業を中止した場合には、上記の事業効果が当初の期待どおり発現できなくなり、これまでの投資が十分に発揮

できなくなる。 
 以上から、対応方針は事業者として「継続」とする。 
 
 
 



事業概要図  
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事業再評価対象箇所

 


